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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のコンピューティング装置により実行される方法であって、前記方法では：
　予約販売を行なうために先物として処理される商品オブジェクト、及び予約販売数量を
決定し、
　前記予約販売の前記商品オブジェクトの販売業者の情報、及び前記販売業者が契約して
いる１つ以上の実体物流倉庫の情報を把握し、
　前記予約販売の前記商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報を生成し、前記仮想物流倉
庫の前記情報が、仮想在庫数量と、前記仮想物流倉庫の配達担当区域の情報と、を含み、
前記仮想在庫数量は、前記予約販売数量に少なくとも部分的に基づいて決定され、
　購入者の住所情報を取得して、前記購入者の前記住所情報が、前記仮想物流倉庫の前記
配達担当区域に位置しているかどうかを判断し、
　前記住所が前記配達担当区域に位置している場合に、前記商品オブジェクトの前記仮想
物流倉庫の前記情報を前記購入者に供給し、
　前記商品オブジェクトに関する前記購入者の第１処理に応答して、取引指示を発行し、
　前記商品オブジェクトに関する前記購入者の第２処理に応答して、物流指示を発行する
、
　方法。
【請求項２】
　前記第１処理では、前記商品オブジェクトの先行予約の前金の支払いを前記購入者が行
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ない、前記第２処理では、前記商品オブジェクトの前記先行予約の残金の支払いを前記購
入者が行なう、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　更に、前記商品オブジェクトの在庫情報が一人以上の他のユーザに表示されることにな
る場合に、前記予約販売を行なうために前記先物として処理される前記商品オブジェクト
の前記仮想在庫数量を、前記取引指示が前記購入者の前記第１処理に基づいて発行された
後に前記購入者の購入数量に従って更新して、前記更新仮想在庫数量の表示を容易にする
、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記予約販売数量は、前記商品オブジェクトの販売の予測数量に基づいて決定されるか
、または前記販売業者によって指定される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　更に：
　先物予約販売識別子を前記取引指示に付加し、
　前記物流指示が先物予約販売物流指示であることを、前記取引指示に含まれる前記先物
予約販売識別子に少なくとも部分的に基づいて識別し、
　前記物流指示を倉庫保管システムに送信して、倉庫保管システムに配送を事前設定先物
予約販売配送計画に従って行なうように通知する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記事前設定先物予約販売配送計画では：
　前記商品オブジェクトの実際の在庫が、前記販売業者が契約している前記１つ以上の実
体物流倉庫のうちの少なくとも１つの実体物流倉庫に保管されているかどうかについて問
い合わせ、
　実際の在庫が、少なくとも１つの実体物流倉庫に保管されている場合に、前記物流指示
を前記倉庫保管システムに送信して、前記倉庫保管システムが配送を行なうようにする、
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記事前設定先物予約販売配送計画では：
　前記商品オブジェクトの実際の在庫が、前記販売業者が契約している前記１つ以上の実
体物流倉庫のうちの少なくとも１つの実体物流倉庫に保管されているかどうかについて問
い合わせ、
　前記商品オブジェクトの実際の在庫が、前記販売業者が契約している前記実体物流倉庫
に保管されていない場合に、前記物流指示を待機状態として設定し、
　前記契約実体物流倉庫に保管されている指定商品オブジェクトの前記実際の在庫が事前
設定条件を満たす場合に、前記物流指示を前記倉庫保管システムに送信して、前記倉庫保
管システムが前記配送を行なうようにする、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記事前設定条件は、前記予約販売の前記商品オブジェクトの倉庫保管完了通知を前記
販売業者から受信する条件を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記契約実体物流倉庫に保管されている前記指定商品オブジェクトの前記実際の在庫が
前記事前設定条件を満たす場合に、前記物流指示を前記倉庫保管システムに送信して、前
記倉庫保管システムが前記配送を行なうようにすることは、
　前記物流指示が前記待機状態として設定されると、計時を開始し、
　前記実体物流倉庫に前記商品オブジェクトの前記実際の在庫ができると判断すると、前
記物流指示を前記倉庫保管システムに事前設定時間間隔で送信して、前記倉庫保管システ
ムが応答情報を返信して前記配送を行なうようにする、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　更に：
　前記取引指示が発行されると、対象実体物流倉庫を、前記購入者の前記住所情報、及び
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前記販売業者が契約している各実体物流倉庫の配達担当区域情報に従って決定し、
　前記対象実体物流倉庫に保管されている必要がある前記商品オブジェクトの数量を、前
記購入者が先行予約する前記商品オブジェクトの数量に従って更新し、
　前記販売業者に前記更新数量を通知して、前記販売業者が前記商品オブジェクトを、前
記対象実体物流倉庫に保管されている必要がある前記商品オブジェクトの前記数量に従っ
て保管し易くする、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　更に：
　前記対象実体物流倉庫の情報を前記取引指示に付加し、
　前記物流指示が発行されると、前記対象実体物流倉庫の前記情報を物流指示に付加し、
　前記物流指示を倉庫保管システムに送信して、前記倉庫保管システムに、前記商品オブ
ジェクトの配送を前記購入者に対して前記対象実体物流倉庫から行なうように通知する、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　実行可能命令を格納する１つ以上の非一時的なコンピュータ可読媒体であって、前記実
行可能命令が１つ以上のプロセッサで実行されると、前記１つ以上のプロセッサが操作を
実行するようになり、前記操作では、
　在庫システムデータベースに問い合わせて、販売業者の指定商品オブジェクトが、予約
販売を行なうために先物として処理される商品オブジェクトであるかどうかについて判断
し、
　前記指定商品オブジェクトが、前記予約販売を行なうために前記先物として処理される
前記商品オブジェクトであると判断すると、前記指定商品オブジェクトの仮想物流倉庫の
情報を購入者に供給し、
　前記商品オブジェクトに関する前記購入者の第１処理に応答して、取引指示を発行し、
　前記商品オブジェクトに関する前記購入者の第２処理に応答して、物流指示を発行する
、
　１つ以上の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
　前記在庫システムデータベースは、予約販売を行なうために先物として処理される商品
オブジェクトに関連するそれぞれの仮想物流倉庫のそれぞれの識別子及び情報を格納し、
前記それぞれの仮想物流倉庫の前記情報は、前記商品オブジェクトのそれぞれの仮想在庫
数量を含む、請求項１２に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１４】
　前記操作では更に：
　先物予約販売識別子を前記取引指示に付加し、
　前記取引指示に含まれる前記先物予約販売識別子により、前記物流指示を先物予約販売
物流指示として識別することができる、請求項１２に記載の１つ以上の非一時的なコンピ
ュータ可読媒体。
【請求項１５】
　前記操作では更に：
　前記販売業者が契約している実体物流倉庫の情報を把握し、
　前記実体物流倉庫に保管されている前記指定商品オブジェクトに関連する実際の在庫が
事前設定条件を満たす場合に、前記物流指示を倉庫保管システムに送信して、前記倉庫保
管システムに配送を行なうように通知する、請求項１４に記載の１つ以上の非一時的なコ
ンピュータ可読媒体。
【請求項１６】
　前記操作では更に：
　前記取引指示が前記購入者の前記第１処理に基づいて発行される場合に、対象実体物流
倉庫を、前記購入者の住所情報、及び前記販売業者が契約している１つ以上の実体物流倉
庫の１つ以上の配達担当区域の情報に基づいて決定し、
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　前記対象実体物流倉庫に保管されている必要がある前記商品オブジェクトの数量を、前
記購入者が先行予約する前記商品オブジェクトの数量に従って更新し、
　前記更新数量を前記販売業者に通知して、前記販売業者が前記商品オブジェクトを、前
記対象実体物流倉庫に保管されている必要がある前記商品オブジェクトの前記数量に従っ
て保管するようにする、請求項１４に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ可読媒体
。
【請求項１７】
　前記第１処理では、前記商品オブジェクトの先行予約の前金の支払いを前記購入者が行
ない、前記第２処理では、前記商品オブジェクトの前記先行予約の残金の支払いを前記購
入者が行なう、請求項１４に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１８】
　前記仮想物流倉庫の前記情報は、前記仮想物流倉庫の配達担当区域の情報を含み、前記
仮想物流倉庫の前記配達担当区域の前記情報は、前記販売業者が契約している１つ以上の
実体物流倉庫の１つ以上の配達担当区域に基づいて把握される、請求項１２に記載の１つ
以上の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１９】
　前記操作では更に：
　前記購入者の住所情報が、前記仮想物流倉庫の前記配達担当区域に位置しているかどう
かを判断し、
　前記購入者の住所情報が、前記仮想物流倉庫の前記配達担当区域に位置していると判断
すると、前記商品オブジェクトの前記仮想物流倉庫の前記情報を前記購入者に供給する、
請求項１２に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　前記メモリに格納され、かつ前記１つ以上のプロセッサにより実行可能である、予約販
売を行なうために先物として処理される商品オブジェクト、及び予約販売数量を決定する
商品オブジェクト決定装置と、
　前記メモリに格納され、かつ前記１つ以上のプロセッサにより実行可能である、前記予
約販売の前記商品オブジェクトの販売業者の情報、及び前記販売業者が契約している１つ
以上の実体物流倉庫の情報を把握する実体物流倉庫情報把握装置と、
　前記メモリに格納され、かつ前記１つ以上のプロセッサにより実行可能である、前記予
約販売の前記商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報を生成する仮想物流倉庫情報生成装
置であって、前記仮想物流倉庫の前記情報が、仮想在庫数量と、前記仮想物流倉庫の配達
担当区域の情報と、を含み、前記仮想在庫数量が、前記予約販売数量に基づいて決定され
、前記仮想物流倉庫の前記配達担当区域の前記情報が、前記販売業者が契約している前記
１つ以上の実体物流倉庫の１つ以上の配達担当区域に基づいて把握される、前記仮想物流
倉庫情報生成装置と、
　前記メモリに格納され、かつ前記１つ以上のプロセッサにより実行可能である、購入者
の住所情報を取得して、前記購入者の前記住所情報が、前記仮想物流倉庫の前記配達担当
区域に位置しているかどうかを判断し、前記住所が前記配達担当区域に位置している場合
に、前記商品オブジェクトの前記仮想物流倉庫の前記情報を前記購入者に供給する仮想物
流倉庫情報供給装置と、
　前記メモリに格納され、かつ前記１つ以上のプロセッサにより実行可能である、前記商
品オブジェクトに関する前記購入者の第１処理に基づいて、取引指示を発行する取引指示
発行装置と、
　前記メモリに格納され、かつ前記１つ以上のプロセッサにより実行可能である、前記商
品オブジェクトに関する前記購入者の第２処理に基づいて、物流指示を発行する物流指示
発行装置と、
　を備える、システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、“Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｃ
ｏｍｍｏｄｉｔｙ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（商品オブジェクト情報を処
理する方法及びシステム）”.と題する２０１４年４月２３日出願の中国特許出願第２０
１４１０１６６０６９．１号の外国優先権を主張するものであり、この中国特許出願の全
記載内容は、引用をもって本書に組み込み記載されているものとする。
【０００２】
　本開示は、電子商取引プラットフォームの技術分野に関するものであり、特に商品オブ
ジェクト情報を処理する方法及びシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　電子商取引プラットフォームの継続的な進歩、及び従来の通信及び移動体通信のような
テクノロジーの急速な進歩とともに、益々多くの人々が、希望する商品を、オンラインシ
ョッピングを介して取得するようになっている。様々な種類の商品が、人々の日常生活の
あらゆる局面に浸透しており、これらの商品として、例えば家電製品及び家具などのよう
なカテゴリーの商品を挙げることができる。これらの種類の商品の場合、普通の物流業者
は、対応する配達サービスを、嵩張り、重量、脆弱性などのような商品特性により実現す
ることができず、ユーザは普通、高い配達コストを負担する必要がある。従って、家電製
品及び家具などのようなカテゴリーの商品を電子商取引プラットフォームで販売するに当
たって、困難に直面する。
【０００４】
　従って、幾つかの電子商取引プラットフォームは、統合物流サービスを、これらの種類
の商品の第１ユーザに提供する。このサービスでは最初に、各倉庫が当該倉庫の配達担当
区域を有する状態で複数の物流倉庫を運用する。例えば、家電製品の第１ユーザ（販売業
者などのような）は、１つ以上の物流倉庫と、第１ユーザの対象マーケティング区域に従
って契約することができ、第１ユーザの商品を契約物流倉庫に保管することができる。第
２ユーザ（例えば、購入者のような）が、商品を商品明細上で、または購入インターフェ
ース上で閲覧すると、電子商取引プラットフォームは、物流倉庫の受け持ちエリアの照合
を、第２ユーザが位置する住所に基づいて行なうことができ、照合が合致すると、物流倉
庫の在庫を第２ユーザに対して表示することができる。第２ユーザが、指示に従って支払
いを行った後、物流指示を発行して、物流システムに送信する。物流システムは、それに
応じて配送を行ない、「ｔｈｅ　ｇｏｏｄｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｅｌｌｅｒ（販売業者の
商品）」を第２ユーザに、一連の配送拠点を経由して配送する。販売側ユーザの場合、物
流システムは、種々の物流拠点（倉庫、中継基地、及び配送拠点などのような）からなる
リソースを集積した商品供給システムであり、利便性が高い物流サービスを提供し、これ
によって今度は、物流サービスの品質を向上させることができ、かつ物流コストを低減す
ることができる。
【０００５】
　実際の用途では、物流倉庫と契約している第１ユーザは常に、幾つかの促進活動を実行
して、より多くの販売チャネルを取得することにより販売量を増やす必要があり、例えば
彼／彼女の商品の予約販売を行なう必要がある。商品の予約販売と普通のオンライン販売
との大きな違いは、第２ユーザによる支払いが普通、２つの分割払いに分割されることで
ある：１回目の支払いは、前金の支払いであり、２回目の操作は、残金の支払いである。
一般的に、予約販売は、２つのタイプ：スポット予約販売及び先物予約販売に分類するこ
とができる。いわゆるスポット予約販売とは、物流倉庫に現在保管されている商品の予約
販売を指し、特定の解決策が、このタイプの予約販売に対して、既存のテクノロジーで提
供されている。例えば、商品詳細ページまたは購入処理ページから、在庫センターに要求
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して区域別の在庫表示を取得することができる。現第２ユーザの配送先住所に基づいて、
在庫センターは、第１ユーザが契約している倉庫の対応リストであって、配送先住所の区
域を含む対応リストを取得し、関連条件（群）を満たす倉庫の在庫を取得して、商品詳細
ページまたは購入処理ページに戻って表示する。今度は、第２ユーザに要求して、第２ユ
ーザが前金の支払いを特定の期間内に行なって、取引指示を発行し、残金の支払いを特定
の期間内に行なって物流指示を発行することにより、配送をユーザに対して行なうことが
できるようにする。
【０００６】
　これとは異なり、先物は、現倉庫に在庫されておらず、かつ新たな生産を待機する必要
がある商品、または生産されているが保管されていない商品である。従って、先物予約販
売とは、新たな生産を待機している商品の予約販売、または生産されているが保管されて
いない商品の予約販売を指す。このタイプの予約販売の場合、商品は予約販売を行なって
いる際に在庫されないので、販売量が商品在庫量を上回る状態の「ｏｖｅｒ－ｓａｌｅ（
過剰販売）」、または配達担当区域を、先物予約販売を行なっている際に超える状態が発
生するのを回避して、ネットワークコンピューティングリソースの浪費、及びユーザの時
間及びエネルギーの消費を回避することは、この技術分野の当業者が早急に解決する必要
がある技術的課題になっている。
【発明の概要】
【０００７】
　本概要は、詳細な説明で以下に更に説明されるコンセプトを選択して簡単に紹介するた
めに提供される。本概要は、特許請求する主題の全ての重要な特徴、または基本的な特徴
を特定するために提供されるのではなく、特許請求する主題の範囲を決定し易くするため
にのみ使用されるものでもない。例えば、「ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ」という用語は、上に
挙げた状況により許容され、かつ本開示全体を通じて許容されるｄｅｖｉｃｅ（ｓ）（デ
バイス（群））、ｓｙｓｔｅｍ（ｓ）（システム（群））、ｍｅｔｈｏｄ（ｓ）（方法（
群））、及び／またはｃｏｍｐｕｔｅｒ－ｒｅａｄａｂｌｅ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ
（コンピュータ可読命令群）を指すことができる。
【０００８】
　本開示の実施形態は、商品オブジェクト情報を処理する方法及びシステムを提供し、こ
の方法及びシステムにより、先物予約販売を行なっている際に「ｏｖｅｒ－ｓａｌｅ（過
剰販売）」が発生するような事象、または配達担当区域を超えてしまうような事象を回避
することができる。
【０００９】
　本開示は以下の解決策を提供する：
　商品オブジェクト情報を処理する方法では：
【００１０】
　予約販売を行なうために先物として処理される商品オブジェクト、及び予約販売数量を
決定し、
　前記予約販売の前記商品オブジェクトの第１ユーザの情報、及び前記第１ユーザが契約
している実体物流倉庫の情報を把握し、
　前記予約販売の前記商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報を生成し、前記仮想物流倉
庫の前記情報が、仮想在庫数量と、前記仮想物流倉庫の配達担当区域の情報と、を含み、
前記仮想在庫数量が、前記予約販売数量に基づいて決定され、前記仮想物流倉庫の前記配
達担当区域の前記情報が、前記第１ユーザが契約している前記実体物流倉庫の配達担当区
域に基づいて把握され、
　前記商品オブジェクトの物流倉庫情報が第２ユーザに対して表示される場合に、第２ユ
ーザの住所情報を取得して、前記第２ユーザの前記住所情報が、前記仮想物流倉庫の前記
配達担当区域に位置しているかどうかを判断して、前記住所が前記配達担当区域に位置し
ている場合に、前記商品オブジェクトの前記仮想物流倉庫の前記情報を前記第２ユーザに
供給する。



(7) JP 6475262 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

【００１１】
　商品オブジェクト情報を処理する方法では：
【００１２】
　指定商品オブジェクトの物流倉庫情報が第２ユーザに対して表示される場合に、指定商
品オブジェクトが、予約販売を行なうために先物として処理される商品オブジェクトであ
るかどうかについて、在庫システムデータベースに問い合わせることにより判断し、前記
在庫システムデータベースが、予約販売を行なうために先物として処理される商品オブジ
ェクトに関連する識別子及び仮想物流倉庫情報を格納し、前記仮想物流倉庫情報が仮想在
庫数量を含み、
　前記指定商品オブジェクトが、先物として処理される商品オブジェクトである場合に、
前記指定商品オブジェクトの仮想物流倉庫情報を前記第２ユーザに供給し、
　取引指示を前記第２ユーザの第１処理に基づいて発行して、先物予約販売識別子を前記
取引指示に付加し、
　物流指示を前記第２ユーザの第２処理に基づいて発行して、前記発行物流指示が先物予
約販売物流指示であることを、前記取引指示に含まれる前記先物予約販売識別子に基づい
て識別し、
　前記指定商品オブジェクトの第１ユーザを決定して、前記第１ユーザが契約している実
体物流倉庫の情報を把握し、
　前記契約実体物流倉庫に保管されている前記指定商品オブジェクトに関連する実際の在
庫が事前設定条件を満たしている場合に、前記発行物流指示を倉庫保管システムに送信し
て前記倉庫保管システムに、配送を行なうように通知する。
【００１３】
　商品オブジェクト情報を処理するシステムは：
【００１４】
　予約販売を行なうために先物として処理される商品オブジェクト、及び予約販売数量を
決定するために使用される商品オブジェクト決定装置と、
　前記予約販売の前記商品オブジェクトの第１ユーザの情報、及び前記第１ユーザが契約
している実体物流倉庫（群）の情報を把握するために使用される実体物流倉庫情報把握装
置と、
　前記予約販売の前記商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報を生成するために使用され
る仮想物流倉庫情報生成装置であって、前記仮想物流倉庫の前記情報が、仮想在庫数量と
、前記仮想物流倉庫の配達担当区域の情報と、を含み、前記仮想在庫数量が、前記予約販
売数量に基づいて決定され、前記仮想物流倉庫の前記配達担当区域の前記情報が、前記第
１ユーザが契約している前記実体物流倉庫（群）の配達担当区域（群）に基づいて把握さ
れる、前記仮想物流倉庫情報生成装置と、
　前記商品オブジェクトの物流倉庫情報が前記第２ユーザに対して表示される場合に、第
２ユーザの住所情報を取得して、前記第２ユーザの前記住所情報が、前記仮想物流倉庫の
前記配達担当区域に位置しているかどうかを判断し、前記住所が前記配達担当区域に位置
している場合に、前記商品オブジェクトの前記仮想物流倉庫の前記情報を前記第２ユーザ
に供給するために使用される仮想物流倉庫情報供給装置と、を含む。
【００１５】
　商品オブジェクト情報を処理するシステムは：
【００１６】
　指定商品オブジェクトの物流倉庫情報が第２ユーザに対して表示される場合に、指定商
品オブジェクトが、予約販売を行なうために先物として処理される商品オブジェクトであ
るかどうかについて、在庫システムデータベースに問い合わせることにより判断するため
に使用される問い合わせ装置であって、前記在庫システムデータベースが、予約販売を行
なうために先物として処理される商品オブジェクトに関連する識別子及び仮想物流倉庫情
報を格納し、前記仮想物流倉庫情報が仮想在庫数量を含む、前記問い合わせ装置と、
　指定商品オブジェクトが、先物として処理される商品オブジェクトである場合に、前記
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指定商品オブジェクトの仮想物流倉庫情報を前記第２ユーザに供給するために使用される
情報供給装置と、
　取引指示を前記第２ユーザの第１処理に基づいて発行して、先物予約販売識別子を前記
取引指示に付加するために使用される取引指示発行装置と、
　物流指示を前記第２ユーザの第２処理に基づいて発行して、前記発行物流指示が先物予
約販売物流指示であることを、前記取引指示に含まれる前記先物予約販売識別子に基づい
て識別するために使用される物流指示発行装置と、
　前記指定商品オブジェクトの第１ユーザを決定して、前記第１ユーザが契約している実
体物流倉庫の情報を把握するために使用される実体物流倉庫情報把握装置と、
　前記契約実体物流倉庫に保管されている前記指定商品オブジェクトに関連する実際の在
庫が事前設定条件を満たす場合に、前記発行物流指示を倉庫保管システムに送信して前記
倉庫保管システムに、配送を行なうように通知するために使用される配送制御装置と、を
含む。
【００１７】
　本開示において提供される例示的な実施形態に従って、本開示は、以下の技術的効果を
開示する：
【００１８】
　本開示の実施形態は、第２ユーザが商品オブジェクトをブラウズするか、または購入す
る場合に、先物予約販売として処理される商品オブジェクトの仮想在庫数量を仮想物流倉
庫情報に基づいて取得することにより、先物予約販売を行なっている際に過剰販売が発生
するのを回避する。また、前記仮想物流倉庫情報が前記第２ユーザに対して表示される前
に、前記第２ユーザの配送先住所が、前記商品オブジェクトに対応する仮想配達担当区域
に位置しているかどうかの判断を更に行なう。配送先住所が仮想配達担当区域に位置して
いる場合、仮想配達担当区域の表示を行ない、前記第２ユーザは、購入処理を実行するこ
とができる。このようなことから、前記配達担当区域の外側に位置している第２ユーザは
、無効な取引指示を発行することができないため、ユーザの時間及びエネルギーの消費を
回避して、ネットワークコンピューティングリソースの利用効率を向上させることができ
る。
【００１９】
　明らかなことであるが、本開示を実現する製品は、上に挙げた利点の全てを同時に実現
する必要は全くない。
【００２０】
　本開示の実施形態における技術的解決策について、または既存の技術について、より明
確に説明するために、これらの実施形態に必要な添付の図面についてここで簡単に説明す
る。明らかなことであるが、説明する添付の図面は、本開示の幾つかの実施形態に過ぎな
い。この技術分野の当業者であれば、他の図面を、これらの添付の図面に基づいて創造的
な労力を費やすことなく想到できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本開示の１つの実施形態による方法のフローチャートである。
【図２】本開示の１つの実施形態による別の方法のフローチャートである。
【図３】本開示の１つの実施形態による更に別の方法のフローチャートである。
【図４】本開示の１つの実施形態によるシステムの模式図である。
【図５】本開示の１つの実施形態による別のシステムの模式図である。
【図６】図４及び図５に説明される例示的なシステムの構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本開示の実施形態における技術的解決策について、本明細書において、本開示の種々の
実施形態における添付の図面を参照して明確に、かつ分かり易く説明する。明らかなこと
であるが、説明するこれらの実施形態は、本開示の種々の実施形態の一部に過ぎず、これ
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らの実施形態の全てではない。この技術分野の当業者が本開示の種々の実施形態に基づい
て理解する全ての他の実施形態は、本開示の保護範囲に属するものとする。
【００２３】
　第１の実施形態
　本開示の１つの実施形態では、電子商取引プラットフォームシステムが、予約販売方式
による先物予約販売を、より良好にサポートして、「ｏｖｅｒ－ｓａｌｅ（過剰販売）」
、または配達担当区域を超えてしまう事象などを回避するために、仮想物流倉庫のコンセ
プトを提案する。いわゆる仮想物流倉庫とは、実際の世界には存在しないが、「ｖｉｒｔ
ｕａｌ　ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ（仮想在庫）」、及びそれに対応する配達担当区域情報を、
仮想物流倉庫について設定することができるような倉庫を指す。このようなことから、先
物予約販売の詳細のような情報が第２ユーザに対して表示される場合、仮想在庫数量、及
び関連商品の配達担当区域情報を表示することができる。従って、第２ユーザが先行予約
することができる商品オブジェクトの数量は、仮想在庫数量を超えることがないので、「
ｏｖｅｒ－ｓａｌｅ（過剰販売）」事象が発生するのを回避することができる。商品を先
行予約する第２ユーザは、仮想物流倉庫の配達担当区域に位置している住所を有するユー
ザのみとすることができるので、商品を、商品を先行予約している第２ユーザに配達する
ことができない事象が発生するのを回避することができる。例示的な実施態様について以
下に詳細に説明する。
【００２４】
　図１を参照するに、本開示の第１の実施形態は、商品オブジェクト情報を処理する方法
を提供する。この方法は以下を含むことができる：
　Ｓ１０１では、予約販売を行なうために先物として処理される商品オブジェクト、及び
予約販売数量を決定する。
【００２５】
　本開示の実施形態では、ユーザ群は、第１ユーザ及び第２ユーザに分類される。例えば
、特定の実施態様では、第１ユーザとは、取引プラットフォームシステムにおける販売側
ユーザを指すことができ、第２ユーザは、取引プラットフォームシステムにおける購入側
ユーザとすることができる。
【００２６】
　更に、本開示の実施形態では、先物予約販売の商品オブジェクトは、実体物流倉庫を保
有する第１ユーザが販売する主要電化製品（例えば、冷蔵庫、テレビ、または洗濯機など
）、家具などのような商品オブジェクトとすることができる。本開示の実施形態において
提案される「ｖｉｒｔｕａｌ　ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　ｗａｒｅｈｏｕｓｅ（仮想物流倉庫
）」のコンセプトとの違いを明確にするために、第１ユーザが契約している物流倉庫は、
本開示では、「ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　ｗａｒｅｈｏｕｓｅ（実体物流
倉庫）」と表記される、すなわち実体物流倉庫は、実存する倉庫である。この実体物流倉
庫と、倉庫保管サービスを提供する組織の第１ユーザが契約することができる、この実体
物流倉庫を第１ユーザが構築することができる、またはこの実体物流倉庫に取引プラット
フォームシステムから登録することができる、またはこの実体物流倉庫を取引プラットフ
ォームシステムから割り当てることができるなどである。仮想物流倉庫は、コンピュータ
在庫システムデータベースに使用されるコンセプトに過ぎないので、実際の物品は仮想物
流倉庫には保管されない。
【００２７】
　第１ユーザは、このような実体物流倉庫を経由して一元管理により配達される必要があ
る商品オブジェクトの情報を取引プラットフォームシステムにおいて公開することにより
、取引プラットフォームシステムは、どの商品オブジェクトを第１ユーザが販売する必要
があるかについて認識することができる。例えば、第１ユーザの商品が、実体物流倉庫に
既に搬入されている場合、倉庫保証証券に、取引プラットフォームシステム上で記入する
ことにより、どの商品が実体物流倉庫に搬入されているかについての通知を行なうことが
できる。更に、商品オブジェクトが、実体物流倉庫に搬入されていないが、将来的に実体
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物流倉庫を経由して配達される可能性がある場合、商品オブジェクトの情報は、取引プラ
ットフォームシステムにおいて公開することもできる。このようにして、システムは、種
々の第１ユーザのどの商品が販売される必要があり、かつ実体物流倉庫を経由して配達さ
れる必要があるかについて認識することができる。
【００２８】
　取引プラットフォームシステムが、種々の第１ユーザのどの商品が、実体物流倉庫を経
由して配達される必要があるかについて認識した後、取引プラットフォームシステムは、
先物予約販売の商品オブジェクトが決定される場合に、種々の第１ユーザの各商品オブジ
ェクトの先物販売条件を予測することができる。例えば、第１ユーザは、先物予約販売活
動に参加することを決定することができる。各第１ユーザが先物予約販売活動に参加する
場合、システムは、いずれの商品に非常に大きな需要が将来の特定期間に見込まれるかを
判断することができ、潜在的な販売量を、例えば販売記録履歴に基づいて予測することが
できる。例えば、特定の商品オブジェクトが、１０００個の潜在販売量を次週が経過する
までに有していると予測されるが、実体物流倉庫には現在、当該商品オブジェクトの在庫
が保管されていない、または在庫が不足している。それと同時に、予測販売量は、非常に
正確である訳ではない。第１ユーザが大量の商品を実体物流倉庫に急遽搬入して、これら
の商品を適正な時期に販売することができない場合、これらの商品は、実体物流倉庫に長
期間にわたって保管されることになり、第１ユーザの物流倉庫の保管コストが上昇するこ
とになる。同時に、倉庫が満杯になる、またはほぼ満杯になると、このような長期保管に
よって、需要が大きい他の商品を倉庫に適切な時期に保管することができない。これらの
状況では、システムは、第１ユーザに、この種類の商品を先物として販売するように提案
する。このようなことから、この販売処理は、第２ユーザが、先行予約を最初に行ない、
次に第１ユーザが商品を実体物流倉庫に、第２ユーザの先行予約の実際の数量に従って保
管する処理と等価であることにより、上記問題が発生するのを回避することができる。
【００２９】
　別の表現をすると、商品オブジェクトを、予約販売を行なうための先物として決定し、
かつ予約販売数量を決定する場合、取引プラットフォームシステムは、予測を行ない、提
案を第１ユーザに対して行なって、承認を第１ユーザから得た後に、予測商品オブジェク
トを、予約販売を行なうための先物として処理される商品オブジェクトであると決定する
。予約販売数量は、予測数量に直接基づいて決定する、または第１ユーザが変更すること
ができる。明らかなことであるが、実際の用途では、第１ユーザは、取引プラットフォー
ムシステムによっては予測されないが、第１ユーザが予約販売の先物として処理する必要
がある先物販売量を有する幾つかの商品オブジェクト、または予約販売の先物として新規
に発売される幾つかの商品を手動で指定することもでき、それぞれの予約販売数量を指定
することができる。この場合、予約販売を行なうために先物として処理される商品オブジ
ェクト、及び関連する予約販売数量は、第１ユーザが入力する構成情報に基づいて決定す
ることができる。
【００３０】
　Ｓ１０２では、商品オブジェクトの第１ユーザの情報、及び第１ユーザが契約している
実体物流倉庫の情報を把握する。
【００３１】
　予約販売の先物として処理される商品は、本開示の実施形態における実体物流倉庫を契
約している第１ユーザが販売する商品であるので、商品オブジェクトの第１ユーザを決定
することができ、どの実体物流倉庫（群）を第１ユーザが契約しているかについて、予約
販売を行なうために先物として処理される商品オブジェクトが決定された後に把握するこ
とができる。
【００３２】
　Ｓ１０３では、商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報、仮想在庫数量を含む仮想物流
倉庫の情報、及び仮想物流倉庫の配達担当区域の情報を生成し、仮想在庫数量は、予約販
売数量に基づいて決定され、仮想物流倉庫の配達担当区域の情報は、第１ユーザが契約し
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ている実体物流倉庫の配達担当区域に基づいて把握される。
【００３３】
　商品オブジェクトの第１ユーザが決定され、どの実体物流倉庫（群）と第１ユーザが契
約しているかについて把握された後、予約販売を行なうために先物として処理される商品
オブジェクトの仮想物流倉庫の情報を把握することができる。仮想物流倉庫の情報は２つ
の態様を含むことができ、一方の態様は、仮想在庫数量に対応し、他方の態様は、仮想物
流倉庫の配達担当区域の情報に対応する。仮想在庫数量は、Ｓ１０１で決定される予約販
売数量に基づいて決定することができる。例えば、予約販売数量は、仮想在庫数量として
直ちに使用される。仮想物流倉庫の配達担当区域は、第１ユーザが契約している実体物流
倉庫の担当区域に基づいて決定することができる。１つの実施形態では、第１ユーザが複
数の実体物流倉庫と契約している場合、仮想物流倉庫の配達担当区域は普通、第１ユーザ
が契約している実体物流倉庫群の配達担当区域の合計よりも少ないか、または合計に等し
い。例えば、特定の第１ユーザは、２つの実体物流倉庫と契約する。一方の倉庫の配達担
当区域は、Ｈａｎｇｚｈｏｕ（杭州）であり、別の倉庫の配達担当区域は、Ｓｈａｎｇｈ
ａｉ（上海）である。第１ユーザが商品オブジェクトを、予約販売を行なうための先物と
して保有する場合、当該商品オブジェクトに対応する仮想物流倉庫の配達担当区域は、Ｈ
ａｎｇｚｈｏｕ（杭州）、Ｓｈａｎｇｈａｉ（上海）とするか、またはＨａｎｇｚｈｏｕ
（杭州）及びＳｈａｎｇｈａｉ（上海）とすることができる。特定の担当区域は、第１ユ
ーザの配達能力に従って決定するか、またはこれらの配達担当区域を組み合わせた複合区
域としてデフォルトで設定することができる。
【００３４】
　要するに、本開示の実施形態では、仮想物流倉庫（群）の情報は、予約販売の先物とし
て設定される必要がある各商品オブジェクトに対応して、予め生成しておくことができ、
例えば表１の形式で格納することができる：
【００３５】
【表１】

【００３６】
　Ｓ１０４では、商品オブジェクトの物流倉庫情報が第２ユーザに対して表示される場合
に、第２ユーザの住所情報を取得して、第２ユーザの住所情報が、仮想物流倉庫の配達担
当区域に位置しているかどうかについて判断し、住所情報が配達担当区域に位置している
場合に、商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報を第２ユーザに供給する。
【００３７】
　第２ユーザが、商品オブジェクトの詳細情報ページをブラウズする、または商品オブジ
ェクトの購入ページに進むと、商品オブジェクトの在庫情報は普通、第２ユーザに対して
表示される必要がある。通常の状況では、商品オブジェクトの第１ユーザが契約している
各実体物流倉庫の配達担当区域が、第２ユーザの住所を受け持っているかどうかの判断は
、現第２ユーザの住所情報に基づいて行なうことができる。配達担当区域が、第２ユーザ
の住所を受け持っている場合、第２ユーザの住所を受け持つことができる配達担当区域を
有する実体物流倉庫における実際の在庫の情報が、第２ユーザに対して表示される。しか
しながら、本開示の１つの実施形態では、実体物流倉庫に、在庫が保管されていなくても
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よい。従って、商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報を現ユーザに対して表示すること
ができる。表示する前に、現ユーザの住所が、商品オブジェクトの仮想物流倉庫の配達担
当区域に位置しているかどうかの判断が更に、最初に行なわれる。現ユーザの住所が配達
担当区域に位置している場合、仮想物流倉庫の情報が、現第２ユーザに対して表示され、
商品オブジェクトを先行予約するための処理ポータルを更に、第２ユーザに対して提示す
ることができる。処理ポータルは、ページまたはアプリケーションに提示される先行予約
リンク、ボタンなどとすることができる。ユーザは、先行予約処理を、処理ポータルを介
して行なうことができる。現ユーザの住所が、商品オブジェクトの仮想物流倉庫の配達担
当区域に位置していないと判断される場合、第２ユーザは、商品オブジェクトを先行予約
しないように催促される、または現購入者が商品オブジェクトを先行予約する場合でも、
商品オブジェクトを依然として第２ユーザの配送先住所に配達することができないので、
処理ポータルは処理不能状態として直ちに設定される。
【００３８】
　特定の実施態様では、表１の記録に対する問い合わせを、第２ユーザが現在ブラウズし
ている商品オブジェクトのＩＤに従って行なうことができる。商品オブジェクトのＩＤが
表１に見いだされる場合、これは、当該商品オブジェクトが、予約販売の先物として処理
される商品オブジェクトであることを表わしている。それと同時に、仮想在庫数量、及び
商品オブジェクトの仮想物流倉庫の配達担当区域の情報は、表から取り出すことができる
。従って、第２ユーザの配送先住所情報を取得した後、第２ユーザの配送先住所情報が、
仮想物流倉庫の配達担当区域に位置しているかどうかの判断を行なうことができる。配送
先住所情報が配達担当区域に位置している場合、仮想物流倉庫の情報を表示することがで
きる。
【００３９】
　詳細には、第２ユーザの配送先住所情報を取得する場合、配送先住所情報は、第２ユー
ザの取引記録履歴に基づいて把握することができる。例えば、取引記録履歴は普通、どの
配送先住所を第２ユーザが使用してきたかを記録し、最も多い頻度で使用される配送先住
所が、第２ユーザの現配送先住所として使用される。あるいは、直近に使用された配送先
住所を、現購入者の配送先住所として使用してもよい。更に、取引プラットフォームシス
テムは通常、第２ユーザが個人的に使用する配送先住所情報を記録しているので、第２ユ
ーザの配送先住所は、取引プラットフォームシステムに記録されている情報に基づいて確
認することもできる。例えば、複数の配送先住所は、第２ユーザに関連する配送先住所記
録（群）に含めることができ、第２ユーザは通常、デフォルトの配送先住所を指定するこ
とができる。この場合、ユーザが指定するデフォルトの配送先住所は、第２ユーザの配送
先住所として使用することができる。
【００４０】
　更に、先物予約販売は予約販売操作であるため、支払いは、第２ユーザが支払いを行な
う場合に２段階に分割することもできる。一方の段階は、前金の支払い段階であり、他方
の段階は、残金の支払い段階であり、これらの２段階は普通、対応する支払期日を有する
。従って、予約販売の先物として処理される商品オブジェクトを決定した後、前金の支払
期日、及び残金の支払期日を決定することもでき、例えば前金を３日以内に支払って、残
金を７日以内に支払うなどとすることができる。このようにして、第２ユーザが、商品オ
ブジェクトの先物予約販売情報を閲覧する場合、これらの種類の期日情報を第２ユーザに
対して表示することもできる。従って、取引指示は、第２ユーザが前金の支払いを行なう
と発行することができる。商品オブジェクトの仮想在庫数量から、第２ユーザが指定する
先行予約数量を控除することができる。従って、別のユーザが、商品オブジェクトの仮想
在庫数量を閲覧する場合、控除後の在庫数量が、別のユーザに対して表示されることにな
る。明らかなことであるが、取引プラットフォームシステムの場合、第２ユーザに対応し
て発行される取引指示は、バックエンドデータベースの記録に等しい。例えば、取引指示
の形式は、表２に示す形式の通りとすることができる：
【００４１】
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【００４２】
　仕様パラメータは、種類及びサイズなどのような商品の情報とすることができる。表２
の記録に対応する取引指示が発行される場合、表１の商品オブジェクトのそれぞれの仮想
在庫数量がそれに応じて更新される。すなわち、初期値から２が差し引かれる。例えば、
表２の取引指示に基づいて、商品オブジェクトの仮想物流倉庫の更新情報が表３に示され
る：
【００４３】
【表３】

【００４４】
　特定の実施態様では、普通の取引指示との違いを明確にするために、先物予約販売識別
子（例えば、Ｔｒｕｅ（真）及びＦａｌｓｅ（偽）を使用してｙｅｓまたはｎｏをそれぞ
れ表わす）を取引指示に付加することができる。従って、物流指示が、取引指示に応じて
続いて発行されると、指示に含まれる商品オブジェクトが、先物予約販売の商品オブジェ
クトであることが判明することにより、次の配送処理を先物予約販売の配送計画に従って
行なうことができる。この場合、取引指示に対応するデータベース形式を表４に示すこと
ができる：
【００４５】
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【表４】

【００４６】
　明らかなことであるが、第２ユーザが指示を、取引指示を発行した後にキャンセルする
場合、当該指示に対応する先行予約数量を仮想在庫数量に戻すことができる。例えば、第
２ユーザ１が、連番１に対応する取引指示をキャンセルする場合、指示をキャンセルする
前には、対応する商品オブジェクト１００１０の仮想物流倉庫の情報は、表３に示す第１
記録となっている。従って、表３の第１記録の「ｖｉｒｔｕａｌ　ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ　
ｑｕａｎｔｉｔｙ（仮想在庫数量）」は、取引指示をキャンセルした後に変更されて元の
数値１００に戻る。
【００４７】
　第２ユーザが残金を、取引指示を発行した後の法定期間内に支払う場合、物流指示を発
行することができ、現在発行されている指示が先物予約販売物流指示であるかどうかの判
断を、取引指示に含まれる先物予約販売識別子に基づいて行なうことができる。取引指示
及び物流指示を実際の用途で発行する購入開始処理は必ずしも、それぞれ前金の支払い処
理、及び残金の支払い処理である必要がある訳ではないことに留意されたい。例えば、取
引指示は、支払いが残金について行なわれるときに発行してもよく、物流指示は、他の処
理が行なわれるときなどに発行してもよい。従って、本開示の１つの実施形態では、取引
指示を発行するために使用される処理は、第１処理と表記され、物流指示を発行するため
に使用される処理は、第２処理と表記される。
【００４８】
　物流指示を発行した後、実体物流倉庫には、対応する在庫が実際には保管されていない
可能性がある。このようなことから、配送を第２ユーザに対してどのようにして行なうか
が更に、解決すべき課題となる。従って、本開示の１つの実施形態は、対応する先物予約
販売配送計画を実現することができる。別の表現をすると、倉庫保管システムに配送を、
事前設定先物予約販売配送計画に基づいて行なうように通知することができる。
【００４９】
　詳細には、倉庫保管システムに配送を事前設定先物予約販売配送計画に従って通知する
場合、まず、第１ユーザが契約している実体物流倉庫に、現商品オブジェクトの在庫が保
管されているかどうかについて問い合わせを行なうことができる。実体物流倉庫に商品オ
ブジェクトの在庫が保管されている場合、物流指示を倉庫保管システムに送信する。この
ようにして、倉庫保管システムは、配送を物流指示に含まれる情報に従って行なうことが
できる。商品オブジェクトの在庫が、物流指示を発行するときに、第１ユーザが契約して
いる実体物流倉庫に実際には保管されていない場合、物流指示は倉庫保管システムに、条
件を満たす場合にのみ送信されるようにしてもよく、配送は、倉庫保管システムにより行
なわれることになる。例えば、特定の実施態様では、在庫を倉庫に保管する作業を完了し
たという通知を第１ユーザから受信すると、物流指示を倉庫保管システムに送信して、倉
庫保管システムが配送を行なうことができるようにする。別の表現をすると、第１ユーザ
が商品オブジェクトを実体物流倉庫に搬入した後に、物流指示を倉庫保管システムに送信
し、次に倉庫保管システムが商品オブジェクトの配送を行なう。あるいは、別の実施態様
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では、物流指示が発行された時刻から計時を開始し、物流指示を倉庫保管システムに事前
設定時間間隔で送信する。物流指示を受信するたびに、倉庫保管システムは、対応する商
品オブジェクトの在庫が、実体物流倉庫に保管されているかどうかを判断することができ
る。在庫が実体物流倉庫に保管されていない場合、応答が行なわれない、または配送不能
のメッセージが返信される。物流指示を受信する特定の場合に商品オブジェクトの実際の
在庫が実体物流倉庫に保管されていることが判明した後に初めて、保管されていることを
表わす応答メッセージを返信して、関連する配送を手配する。あるいは、倉庫保管システ
ムに対して、実体物流倉庫に、関連する在庫が保管されているかどうかについて問い合わ
せを特定の時間間隔で行ない、物流指示を倉庫保管システムに、在庫が保管されている場
合にのみ送信する。在庫が保管されていない場合、待機状態が継続する。
【００５０】
　明らかなことであるが、配送が第２ユーザに対して行なわれる場合、全ての関連物品を
特定の実体物流倉庫から送付する。従って、第１ユーザが複数の実体物流倉庫と契約して
いる場合、第２ユーザの配送先住所を受け持つことができる物流配達担当区域を有する実
体物流倉庫が選択される必要がある。特定の実施態様では、物流指示を受信した後、倉庫
保管システムは、実体物流倉庫を決定し、この実体物流倉庫から配送を第２ユーザに対し
て、現第２ユーザの配送先住所、及び現第１ユーザが契約している実体物流倉庫の各実体
物流倉庫の配達担当区域に基づいて実際に行ない、配送を第２ユーザに対して、当該実体
物流倉庫から行なう。実際の局面では、異なる実体物流倉庫が同じ区域を受け持つ状況が
発生し得る。この場合、これらの実体物流倉庫の配送優先順位を設定することができ、ど
ちらの実体物流倉庫を配送に使用するかについて、優先順位に従って決定することができ
る。
【００５１】
　しかしながら、問題が発生する可能性がある。第１ユーザは単に、どのくらい多くの在
庫をこの先物予約販売に用意する必要があるかについて認識しているに過ぎない。第１ユ
ーザが複数の実体物流倉庫と契約している場合、第１ユーザは、商品を倉庫保管する際に
、どのくらい多くのそれぞれの在庫を、各実体物流倉庫に保管する必要があるかについて
認識することがない。この場合、配達は、経験に基づいてのみ、または総平均法により行
なわれる可能性がある。このようなことから、実体物流倉庫内の在庫数量が不足する状態
、または過剰な状態が依然として起こり得る。従って、本開示の例示的な実施形態では、
第２ユーザの配送先住所が不変であるので、第１ユーザが契約している実体物流倉庫が確
認される場合、どの実体物流倉庫を使用して第２ユーザに対する配送を行なうかについて
の判断を前もって実際に行なえばよい。従って、本開示の１つの実施形態では、ユーザが
前金を支払って、取引指示を発行すると、第２ユーザに対する配送を実際に行なう実体物
流倉庫を、第２ユーザの配送先住所、及び第１ユーザが契約している各実体物流倉庫の配
達担当区域に基づいて決定することができる。取引指示を発行するとともに、各実体物流
倉庫に保管されている必要がある商品オブジェクトの数量を次に、取引指示と同時に更新
することができ、第１ユーザにリアルタイムに通知することができる。このようにして、
第１ユーザが実商品を実体物流倉庫に保管する場合、更に正確な倉庫保管を、各実体物流
倉庫に保管されている必要がある商品オブジェクトの数量に基づいて行なうことができる
ので、特定の実体物流倉庫内の在庫数量が過剰になる、または不足するのを防止すること
ができる。
【００５２】
　明らかなことであるが、実体物流倉庫について把握される情報を更に、取引指示に付加
してもよい。物流指示を続いて発行する場合、このような情報を更に、物流指示に付加し
てもよい。このようにして、倉庫保管システムが続いて配送を、物流指示に従って行なう
場合、配送は、第２ユーザの配送先住所のような情報に基づいて判断し直す必要を伴うこ
となく、実体物流倉庫について把握される情報に従って直ちに行なうことができる。例え
ば、特定の実施態様では、実体物流倉庫の情報が付加される場合、取引指示に対応するデ
ータベース形式は、表５に表わすことができる：
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【００５３】
【表５】

【００５４】
　本開示の実施形態において提供される技術的解決策について、より深く理解するために
、実例を用いて特定の実施態様を更に詳細に説明する。この実例では、特定の第１ユーザ
が、複数の実体物流倉庫と契約していると仮定する。各実体物流倉庫は、該当する配達担
当区域（例えば、州、都市、地区）を有する。更に、システムは仮想物流倉庫を、先物予
約販売に参加する第１ユーザに対応して構築する。仮想物流倉庫は、２つの情報態様を含
む。一方は仮想在庫数量であり、他方は仮想配達担当区域である。前者は、異なる商品オ
ブジェクトに応じて変化し、かつシステムが予測する数量、または第１ユーザが入力する
予約販売数量に基づいて決定することができる。後者は、異なる第１ユーザに応じて変化
し、かつ普通、第１ユーザが契約している実体物流倉庫の配達担当区域の合計よりも少な
いか、または合計に等しい。図２を参照するに、ブラウザ２１、取引プラットフォームシ
ステム２２、在庫システムデータベース２３、及び倉庫保管システム２４のようなエンテ
ィティが含まれる。特定のプロセスは以下を含むことができる：
【００５５】
　Ｓ２０１では、商品オブジェクトをブラウズする、または購入するリクエストを第２ユ
ーザから受信する。この方法ブロックに含まれるエンティティは主として、ユーザ端末装
置にインストールされるブラウザ２１と、取引プラットフォームシステム２２の接続先フ
ロントエンドインターフェースと、を含む。第２ユーザのリクエストは、第２ユーザが、
フロントエンドインターフェースに接続して特定の商品オブジェクトの詳細ページを開く
ような処理を実行すると送信される。
【００５６】
　Ｓ２０２では、商品オブジェクトが予約販売の先物であると判断し、商品オブジェクト
が先物である場合に、商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報を在庫システムデータベー
ス２３から取得する。別の表現をすると、Ｓ１０３で生成される仮想物流倉庫の情報は、
在庫システムデータベースに格納することができ、ブラウザは、各商品オブジェクトの仮
想物流倉庫の情報を在庫システムデータベース２３から取得することができる。
【００５７】
　Ｓ２０３では、現第２ユーザの配送先住所が、商品オブジェクトの仮想配達担当区域に
位置しているかどうかを、第２ユーザの配送先住所に基づいて判断し、商品オブジェクト
の仮想物流倉庫の情報を第２ユーザに対して表示する。
【００５８】
　Ｓ２０４では、在庫システムデータベース２３に格納されている商品オブジェクトの仮
想物流倉庫の情報に含まれる仮想在庫を、第２ユーザが、商品オブジェクトの前金を支払
って、取引指示を発行した後に更新する。
【００５９】
　Ｓ２０５では、配送を第２ユーザに対して行なう実体物流倉庫を、第２ユーザの配送先
住所、及び第１ユーザが契約している各実体物流倉庫の配達担当区域に基づいて決定し、
実体物流倉庫に保管されている必要がある商品オブジェクトの数量を更新し、この更新数



(17) JP 6475262 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

量を第１ユーザにフィードバックとして返信する。
【００６０】
　Ｓ２０６では、第２ユーザが、商品オブジェクトの残金の支払いを済ませて、物流指示
を発行した後に、倉庫保管システム２４に配送を通知する。倉庫保管システム２４は、ユ
ーザに対する配送を、経由地を経由することにより実際に行なう実体物流倉庫を見つけ出
すことができ、第２ユーザに対する配送を行なうことができる。
【００６１】
　要約すると、本開示の実施形態では、第２ユーザが、予約販売の先物である商品オブジ
ェクトをブラウズするか、または購入する場合、商品オブジェクトの仮想在庫数量を、仮
想物流倉庫情報に基づいて認識することができることにより、先物予約販売を行なってい
る際の過剰販売事象を回避することができる。更に、仮想物流倉庫情報を第２ユーザに対
して表示する前に、第２ユーザの配送先住所が、商品オブジェクトに対応する仮想配達担
当区域に位置しているかどうかの判断が行なわれる。第２ユーザの配送先住所が仮想配達
担当区域に位置している場合、表示が行なわれ、第２ユーザは、購入処理を実行すること
ができる。このようなことから、配達担当区域の外側の第２ユーザが、無効な取引指示を
発行できないので、ユーザの時間及びエネルギーの消費を回避して、ネットワークコンピ
ューティングリソースの利用効率を向上させることができる。
【００６２】
　第２の実施形態
　第１の実施形態では主として、本開示の実施態様について、仮想物流倉庫情報を生成す
る観点から説明する。本開示の第２の実施形態では、本開示の実施態様について、主とし
てフロントエンド処理の観点から説明する。図３を参照しながら、本開示の第２の実施形
態は、商品オブジェクト情報を処理する方法を提供する。この方法は以下を含むことがで
きる：
【００６３】
　Ｓ３０１では、商品オブジェクトの物流倉庫情報が第２ユーザに対して表示される場合
に、指定商品オブジェクトが、先物予約販売の商品オブジェクトであるかどうかについて
、在庫システムデータベースに問い合わせることにより判断し、在庫システムデータベー
スが、先物予約販売の商品オブジェクトのそれぞれの識別子、及び仮想物流倉庫のそれぞ
れの情報を格納し、仮想物流倉庫の情報が仮想在庫数量を含む。
【００６４】
　Ｓ３０２では、商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報を第２ユーザに供給する。
【００６５】
　明らかなことであるが、仮想物流倉庫の情報は更に、仮想物流倉庫の配達担当区域の情
報を含むことができる。仮想物流倉庫の配達担当区域の情報は、第１ユーザが契約してい
る実体物流倉庫（群）の配達担当区域（群）に基づいて把握される。従って、商品オブジ
ェクトの仮想物流倉庫の情報が第２ユーザに供給される場合、第２ユーザの住所情報が、
仮想物流倉庫の配達担当区域に位置しているかどうかの判断を更に行なうことができる。
住所が配達担当区域に位置している場合、商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報であっ
て、仮想在庫数量、または仮想物流倉庫の配達担当区域の情報を含むことができる情報は
、第２ユーザに供給される。
【００６６】
　Ｓ３０３では、取引指示を、第２ユーザの第１処理に基づいて発行し、先物予約販売識
別子を取引指示に付加する。
【００６７】
　取引指示が第２ユーザの第１処理に基づいて発行される場合、対象実体物流倉庫を更に
、第２ユーザの住所情報、及び第１ユーザが契約している実体物流倉庫（群）の配達担当
区域（群）の情報に基づいて決定することができる。対象実体物流倉庫に保管されている
必要がある商品オブジェクトの数量は、第２ユーザが先行予約している商品オブジェクト
の数量に従って更新され、更新数量を第１ユーザに対して通知して、第１ユーザが、商品
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オブジェクトを、対象実体物流倉庫に保管されている必要がある商品オブジェクトの数量
に従って保管するようにする。
【００６８】
　Ｓ３０４では、物流指示を、第２ユーザの第２処理に従って発行し、現在発行されてい
る指示が、先物予約販売物流指示であることを、取引指示に含まれる先物予約販売識別子
に基づいて識別する。
【００６９】
　Ｓ３０５では、指定商品オブジェクトの第１ユーザを決定し、第１ユーザが契約してい
る実体物流倉庫（群）の情報を把握する。
【００７０】
　Ｓ３０６では、契約実体物流倉庫内の指定商品オブジェクトに関連する実際の在庫が事
前設定条件を満たす場合に、物流指示を倉庫保管システムに送信して、倉庫保管システム
に配送を通知する。
【００７１】
　第２の実施形態の方法ブロックに含まれる実施態様の詳細は、全て第１の実施形態にお
いて説明されており、その説明に従って実現することができるので、冗長にならないよう
にするためにここでは説明しない。
【００７２】
　本開示の第１の実施形態において提供される商品オブジェクト情報を処理する方法に対
応して、本開示の１つの実施形態は更に、商品オブジェクト情報を処理するシステムを提
供する。図４を参照するに、システムは：
【００７３】
　予約販売を行なうために先物として処理される商品オブジェクト、及び予約販売数量を
決定するために使用される商品オブジェクト決定装置４０１と、
　予約販売の商品オブジェクトの第１ユーザの情報、及び第１ユーザが契約している実体
物流倉庫（群）の情報を把握するために使用される実体物流倉庫情報把握装置４０２と、
　予約販売の商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報を生成するために使用される仮想物
流倉庫情報生成装置４０３であって、仮想物流倉庫の情報が、仮想在庫数量、及び仮想物
流倉庫の配達担当区域の情報を含み、仮想在庫数量が、予約販売数量に基づいて決定され
、仮想物流倉庫の配達担当区域の情報が、第１ユーザが契約している実体物流倉庫（群）
の配達担当区域（群）に基づいて決定される、仮想物流倉庫情報生成装置４０３と、
　第２ユーザの住所情報を取得して、第２ユーザの住所情報が、商品オブジェクトの物流
倉庫情報が第２ユーザに対して表示されるときの仮想物流倉庫の配達担当区域に位置して
いるかどうかを判断し、住所が配達担当区域に位置している場合に、商品オブジェクトの
仮想物流倉庫の情報を第２ユーザに供給するために使用される仮想物流倉庫情報供給装置
４０４と、を含むことができる。
【００７４】
　特定の実施態様では、システムは更に：
【００７５】
　商品オブジェクトの在庫情報を他のユーザに対して表示する必要がある場合に、予約販
売を行なうために先物として処理される商品オブジェクトの仮想在庫数量を、取引指示を
第２ユーザの第１処理に基づいて発行した後に、第２ユーザの購入数量に従って更新して
更新仮想在庫数量の表示を容易にするために使用される仮想在庫更新装置を含むことがで
きる。
【００７６】
　更に、通常商品の指示を先物予約販売商品オブジェクトの指示から後続の過程で正しく
区別するために、システムは更に：
【００７７】
　取引指示を第２ユーザの第１処理に基づいて発行した後に、先物予約販売識別子を予約
販売の商品オブジェクトの取引指示に付加するために使用される識別子付加装置と、
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　物流指示が第２ユーザの第２処理に基づいて発行される場合に、現在発行されている指
示が先物予約販売物流指示であることを、取引指示に含まれる先物予約販売識別子に基づ
いて識別するために使用される識別装置と、
　物流指示を倉庫保管システムに送信して倉庫保管システムに、配送を事前設定先物予約
販売配送計画に従って行なうように通知するために使用される配送通知装置と、を含むこ
とができる。
【００７８】
　特定の実施態様では、配送通知装置は：
【００７９】
　商品オブジェクトの実際の在庫が、第１ユーザが契約している実体物流倉庫に保管され
ているかどうかを問い合わせるために使用される問い合わせ補助装置と、
　実際の在庫が実体物流倉庫に保管されている場合に、物流指示を倉庫保管システムに送
信して、倉庫保管システムが配送を行なうようにするために使用される第１送信補助装置
と、を含むことができる。
【００８０】
　また、配送通知装置は更に：
【００８１】
　商品オブジェクトの実際の在庫が、第１ユーザが契約している実体物流倉庫に保管され
ていない場合に、物流指示を待機状態として設定するために使用される物流指示状態設定
補助装置と、
　契約実体物流倉庫に保管されている指定商品オブジェクトの実際の在庫が事前設定条件
を満たす場合に、物流指示を倉庫保管システムに送信して、倉庫保管システムが配送を行
なうようにするために使用される第２送信補助装置と、を含むことができる。
【００８２】
　第２送信補助装置は：
【００８３】
　第１ユーザが行なう予約販売の商品オブジェクトの倉庫保管完了通知を受信する場合に
、物流指示を倉庫保管システムに送信して、倉庫保管システムが配送を行なうようにする
ために使用することができる。
【００８４】
　あるいは、第２送信補助装置は：
　物流指示が待機状態として設定されると、計時を開始し、
　実体物流倉庫に商品オブジェクトの実際の在庫ができると判断すると、物流指示を倉庫
保管システムに事前設定時間間隔で送信して、倉庫保管システムが応答情報を返信して、
配送を行なうようにするために使用することができる。
【００８５】
　更に、第１ユーザが商品オブジェクトを保管する場合に、倉庫保管作業を更に正確に、
及び標的化して行ない、実際の在庫が過剰になるか、または不足する事象が発生するのを
防止するために、システムは更に：
【００８６】
　取引指示が発行される場合に、対象実体物流倉庫を第２ユーザの住所情報、及び第１ユ
ーザが契約している各実体物流倉庫の配達担当区域情報に従って決定するために使用され
る対象実体物流倉庫決定装置と、
　対象実体物流倉庫に保管されている必要がある商品オブジェクトの数量を、第２ユーザ
が先行予約する商品オブジェクトの数量に従って更新し、第１ユーザに更新数量を通知し
て、第１ユーザが、商品オブジェクトを、対象実体物流倉庫に保管されている必要がある
商品オブジェクトの数量に従って保管するようにするために使用される通知装置と、を含
むことができる。
【００８７】
　また、システムは更に：
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【００８８】
　対象実体物流倉庫の情報を取引指示に付加し、物流指示が発行される場合に、対象実体
物流倉庫の情報を物流指示に付加して、倉庫保管システムに配送を通知する場合に、倉庫
保管システムに対象実体物流倉庫情報を通知し、倉庫保管システムが、現ユーザに対する
配送を対象実体物流倉庫から行なうようにするために使用される対象実体物流倉庫情報付
加装置を含むことができる。
【００８９】
　本開示の第２の実施形態において提供される、商品オブジェクト情報を処理する方法に
対応して、本開示の１つの実施形態は更に、商品オブジェクト情報を処理するシステムを
提供する。図５を参照するに、システムは：
【００９０】
　指定商品オブジェクトの物流倉庫情報が第２ユーザに対して表示される場合に、指定商
品オブジェクトが、予約販売を行なうために先物として処理される商品オブジェクトであ
るかどうかについて、在庫システムデータベースに問い合わせることにより判断するため
に使用される問い合わせ装置５０１であって、在庫システムデータベースが、予約販売を
行なうために先物として処理される商品オブジェクトに関連する仮想物流倉庫の識別子及
び情報と、仮想在庫数量を含む仮想物流倉庫の情報と、を格納する、問い合わせ装置５０
１と、
　指定商品オブジェクトが、先物として処理される商品オブジェクトである場合に、指定
商品オブジェクトの仮想物流倉庫情報を第２ユーザに供給するために使用される情報供給
装置５０２と、
　取引指示を第２ユーザの第１処理に基づいて発行し、先物予約販売識別子を取引指示に
付加するために使用される取引指示発行装置５０３と、
　物流指示を第２ユーザの第２処理に基づいて発行し、発行物流指示が先物予約販売物流
指示であることを、取引指示に含まれる先物予約販売識別子に基づいて識別するために使
用される物流指示発行装置５０４と、
　指定商品オブジェクトの第１ユーザを決定して、第１ユーザが契約している実体物流倉
庫の情報を把握するために使用される実体物流倉庫情報把握装置５０５と、
　契約実体物流倉庫に保管されている指定商品オブジェクトに関連する実際の在庫が事前
設定条件を満たす場合に、発行物流指示を倉庫保管システムに送信して倉庫保管システム
に、配送を行なうように通知するために使用される配送制御装置５０６と、を含むことが
できる。
【００９１】
　仮想物流倉庫の情報は更に、仮想物流倉庫の配達担当区域の情報を含み、仮想物流倉庫
の配達担当区域の情報は、第１ユーザが契約している実体物流倉庫の配達担当区域に基づ
いて把握され、指定商品オブジェクトの物流倉庫情報が第２ユーザに対して表示される場
合、システムは更に：
【００９２】
　第２ユーザの住所情報が、仮想物流倉庫の配達担当区域に位置しているかどうかを判断
し、住所が配達担当区域に位置している場合に、商品オブジェクトの仮想物流倉庫の情報
を第２ユーザに供給するために使用される判断装置を含むことができる。
【００９３】
　また、取引指示が第２ユーザの第１処理に基づいて発行される場合、システムは更に：
　対象実体物流倉庫を、第２ユーザの住所情報、及び第１ユーザが契約している実体物流
倉庫の配達担当区域の情報に従って決定するために使用される対象実体物流倉庫決定装置
と、
　対象実体物流倉庫に保管されている必要がある商品オブジェクトの数量を、第２ユーザ
が先行予約する商品オブジェクトの数量に従って更新し、更新数量を第１ユーザに通知し
て、第１ユーザが商品オブジェクトを、対象実体物流倉庫に保管されている必要がある商
品オブジェクトの数量に従って保管するようにするために使用される通知装置と、を含む
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ことができる。
【００９４】
　要するに、本開示の実施形態は、第２ユーザが商品オブジェクトをブラウズするか、ま
たは購入する場合に、先物予約販売として処理される商品オブジェクトの仮想在庫数量を
、仮想物流倉庫情報に基づいて取得することにより、先物予約販売を行なっている際の過
剰販売事象を回避する。また、仮想物流倉庫情報を第２ユーザに対して表示する前に、第
２ユーザの配送先住所が、商品オブジェクトに対応する仮想配達担当区域に位置している
かどうかの判断が更に行なわれる。配送先住所が仮想配達担当区域に位置している場合、
仮想物流倉庫情報の表示が行なわれ、第２ユーザは、購入処理を実行することができる。
このようなことから、配達担当区域の外側に位置している第２ユーザは、無効な取引指示
を発行できないため、ユーザの時間及びエネルギーの消費を回避して、ネットワークコン
ピューティングリソースの利用効率を向上させることができる。
【００９５】
　これまでの実施態様についての説明から、この技術分野の当業者であれば、本開示は、
必要な汎用ハードウェアプラットフォームを備えるソフトウェアで実現することができる
ことを明確に理解できるであろう。この理解に基づき、本開示の基本的な技術的解決策は
、または既存の技術に寄与する貢献策は、ソフトウェア製品の形態で具体化することがで
きる。コンピュータソフトウェア製品は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）／ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク、または光ディスクなどのような記憶媒体に格納す
ることができ、コンピューティング装置（コンピューティング装置は、パーソナルコンピ
ュータ、サーバ、またはネットワーク装置などとすることができる）に指示して、本開示
の実施形態、または実施形態の特定部分に記載される方法を実行させるために使用される
複数の命令を含むことができる。
【００９６】
　例えば、図６は、上に説明したシステムのような例示的なシステム６００を詳細に示し
ている。１つの実施形態では、システム６００は、これらには限定されないが、１つ以上
のプロセッサ６０１と、ネットワークインターフェース６０２と、入力／出力インターフ
ェース６０３と、メモリ６０４と、を含むことができる。
【００９７】
　メモリ６０４は、揮発性メモリ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、及び／または不
揮発性メモリ、例えばリードオンリメモリ（ＲＯＭ）またはフラッシュＲＡＭのような形
態のコンピュータ可読媒体を含むことができる。メモリ６０４は、コンピュータ可読媒体
の一例である。
【００９８】
　コンピュータ可読媒体は、永続記憶タイプまたは非永続記憶タイプ、着脱可能媒体また
は非着脱可能媒体を含むことができ、これらの媒体は、情報の格納を、任意の方法または
技術を用いて実現することができる。情報は、コンピュータ可読命令、データ構造、プロ
グラムモジュール、または他のデータを含むことができる。コンピュータ可読媒体の例と
して、これらには限定されないが、相変化メモリ（ＰＲＡＭ）、スタティックランダムア
クセスメモリ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、他の形
式のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、電気消去可能
なプログラマブルリードオンリメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、クィックフラッシュメモリまた
は他の内部記憶手段、コンパクトディスクリードオンリメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、デジタ
ル多用途ディスク（ＤＶＤ）または他の光ストレージ、磁気カセットテープ、磁気ディス
ク記憶装置または他の磁気記憶装置、または任意の他の非伝送媒体を挙げることができ、
これらの記憶手段を用いて、コンピューティング装置がアクセスできる情報を格納するこ
とができる。本明細書において定義されるように、コンピュータ可読媒体は、変調データ
信号及び搬送波のような一時的な媒体を含まない。
【００９９】
　メモリ６０４は、プログラム装置６０５と、プログラムデータ６０６と、を含むことが
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できる。１つの実施形態では、プログラム装置６０５は、商品オブジェクト決定装置６０
７、実体物流倉庫情報把握装置６０８、仮想物流倉庫情報生成装置６０９、仮想物流倉庫
情報供給装置６１０、仮想在庫更新装置６１１、識別子付加装置６１２、識別装置６１３
、配送通知装置６１４（配送通知装置は、問い合わせ補助装置６１５、第１送信補助装置
６１６、物流指示状態設定補助装置６１７、及び／または第２送信補助装置６１８を含む
ことができる）、対象実体物流倉庫決定装置６１９、通知装置６２０、対象実体物流倉庫
情報付加装置６２１、問い合わせ装置６２２、情報供給装置６２３、物流指示発行装置６
２４、実体物流倉庫情報把握装置６２５、配送制御装置６２６、及び／または判断装置６
２７を含むことができる。これらの装置及び補助装置の詳細は、これまでの説明の中に見
出すことができるので、冗長にならないようにするためにここでは説明しない。
【０１００】
　本明細書におけるこれらの実施形態は、順序立てて説明されている。これらの実施形態
の同じ構成要素、または同様の構成要素は、互いに参照することにより把握することがで
きる。各実施形態の強調部は、他の実施形態の強調部とは異なっている。特に、システム
またはシステム実施形態についての説明は、方法実施形態にそれぞれ類似しているので簡
単であり、関連するシステム部分は、方法実施形態についての説明を参照することにより
把握することができる。上に説明したシステム及びシステム実施形態は、概要説明されて
いるに過ぎない。本明細書において別体の構成要素として説明されるこれらの装置は、互
いに物理的に分離しても分離しなくてもよい。装置として表示される構成要素は、単一の
場所に位置させることができる実体装置であってもなくてもよいし、または複数のネット
ワーク装置に分散配置することができる。これらのモジュールの一部または全部は、これ
らの実施形態の解決策の目的を達成するという実際の要求に従って選択することができる
。この技術分野の当業者であれば、本開示を、創造的な労力を全く費やすことなく理解し
て実現することができる。
【０１０１】
　本開示が提供する商品オブジェクト情報を処理する方法及びシステムが、上に詳細に説
明されている。特定の例を本文において使用して、本開示の原理及び実施態様を説明して
いる。これまでの実施形態についての説明は、本開示の方法、及び本開示のコンセプトを
理解し易くするために提示されているに過ぎない。更に、この技術分野の当業者であれば
、変更を例示的な実施態様及び適用範囲に、本開示の趣旨に基づいて加えることができる
。上記事項に鑑みて、本開示の内容は、本開示を限定するものとして解釈されるべきでは
ない。
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